
 

仕  様  書 

 
 
１．件 名 
 令和８年度エコチル調査における生体試料中化学物質測定に係る実験補助員派遣業務 
 
２．目 的 
 国立研究開発法人国立環境研究所（以下「NIES」という。）環境リスク・健康領域で
は、環境省事業「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」のコアセン
ターを設置し、調査を推進している。エコチル調査は、子どもの胎児期から幼児期、小
児期を通じての環境曝露評価を行い、子どもの健康との関連を調査することが中心的な
課題である。 

エコチル調査では、参加者から血液、尿、母乳等の生体試料を採取し、その化学分析
を実施することで、参加者の様々な物質への曝露の評価を行っている。コアセンターで
は生体試料化学分析を主に外部委託により実施しているが、外部委託業務による分析結
果についてその品質評価を行うため、コアセンター内にて外部委託によって分析した検
体の一部を再分析する業務を実施する。 

本業務では、生体試料の再分析に係る検体管理、試料前処理、データ処理及び生体試
料中化学物質測定に係る支援業務を行う。 
 

３．事業所の名称 

 国立研究開発法人国立環境研究所（茨城県つくば市小野川１６－２） 
 
４．勤務場所 
 茨城県つくば市小野川１６－２ 
 国立研究開発法人国立環境研究所 環境リスク・健康領域 エコチル調査コアセンター 
 電話番号 ０２９－８５０－２９１０ 

なお、感染症の蔓延等による自宅就業の協力依頼があった場合等で、遠隔でも実施可 
能な業務については NIES と調整の上、実施場所を変更することも可能とする。 

 

５．組織単位 
 エコチル調査コアセンター 
 
６．派遣期間 
 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
 
７．勤務形態及び員数 
（１）勤務時間  月曜日から金曜日（祝祭日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）を除 

く。９：００～１６：００（うち、休憩時間１２時～１３時） 
         実働６.００時間 
                  指揮命令者の指示により時間外労働及び休日出勤もあり得るものとする。 

この場合、時間外労働は、４時間／日、４５時間／月、３６０時間／年 以 
内とする。また、休日における労働は同一週内の勤務日との振替を原則と 
するが、振り替えられない場合の休日労働は２日／月の範囲内とする。 

（２）員  数  １名 
 
８．責任の程度 
（１）役職名 

なし 
（２）具体的責任の内容 
    担当業務の遂行責任のみ 
 
９．派遣労働者を協定対象労働者に限定するか否かの別 
 限定しない。 



 

10．派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は６０歳以上の者に限定するか否かの別 
 限定しない。 
 
11．業務内容等 
 特記仕様書によるものとする。 
 
12．出張の取扱い 
（１）出張依頼等 

 指揮命令者の指示により、派遣労働者を当該業務の関連で出張させた場合の費用は、
翌月に精算するものとする。 
なお、NIES からの支給範囲は交通費及び宿泊費（１０，０００円（税込）を限度）の
実支出額とする。 

（２）就業時間の取扱い 
 派遣労働者の出張期間中の就業時間は、７．（１）に定める就業時間数を就業したも
のとして取り扱うものとする。 

 
13．福利厚生 
 ロッカー、職員食堂、入館証、派遣先の施設及び設備について便宜供与する。 
 また、作業に必要な備品及び消耗品について便宜供与する。 

 
14．服務に係る誓約書等の提出 

派遣労働者は、派遣後速やかに別紙１の「外国為替及び外国貿易法第 25 条第１項及び
第２項の遵守のための特定類型該当性に関する誓約書」及び別紙２の「研究インテグリ
ティの確保に係る自己申告書」に所要事項を記載し、指揮命令者に提出するものとする。 

 
15．報告書の提出 
（１）勤務報告書の提出 

 派遣労働者は別紙３の勤務報告書に勤務時間終了毎に所要事項を記載し、指揮命令者
の確認を受けるものとする。なお、月末については、確認を受けた後、派遣先責任者に
提出するものとする。 

（２）出張経費報告書 

 派遣労働者は別紙４の出張経費報告書に出張期間終了毎に所要事項を記載し、指揮命

令者の確認を受け、派遣先責任者に提出するものとする。 
 

16．勤務状況の報告 
 派遣先責任者は、派遣労働者から15.の提出を受けたときは、速やかに派遣元責任者へ報告す
るものとする。 
 
17．業務完了報告書等の提出 
 派遣元責任者は、16．の報告を受けたときは、速やかに業務完了報告書及び派遣元管理台帳
の写を派遣先責任者へ報告するものとする。 
 
18．検査 
 指揮命令者の確認を受けた15．に定める報告書及び派遣元責任者から提出のあった17．に定
める報告書等により行うものとする。 
 
19．当該業務に係る責任者及び指揮命令者 
（１）派遣元責任者 
          役  職 
          氏  名 
          電話番号 
（２）派遣元苦情処理担当者 
          役  職 
          氏  名 



          電話番号 
（３）派遣先責任者 
          役  職  国立研究開発法人国立環境研究所総務部人事課長 
          氏  名  志太 健一 
          電話番号  ０２９－８５０－２５８６ 
（４）指揮命令者 
          役  職  国立研究開発法人国立環境研究所環境リスク・健康領域 
                エコチル調査コアセンター 主幹研究員 
          氏  名  磯部 友彦 
          電話番号  ０２９－８５０－２９１０ 
（５）派遣先苦情処理担当者 
          役  職  国立研究開発法人国立環境研究所環境リスク・健康領域 
                エコチル調査コアセンター 次長 
          氏  名  中山 祥嗣 
          電話番号  ０２９－８５０－２７８６ 
 
20．その他 
 本仕様書に定めのない事項又は業務内容の変更等については、必要に応じて派遣元会社と指
揮命令者が協議の上、定めるものとする。 



特 記 仕 様 書 

 

 

１．件 名 

 令和８年度エコチル調査における生体試料中化学物質測定に係る実験補助員派遣業務 

 

２．目 的 

  国立研究開発法人国立環境研究所環境リスク・健康領域では、環境省事業「子ども

の健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」のコアセンターを設置し、調査を

推進している。エコチル調査は、子どもの胎児期から幼児期、小児期を通じての環境

曝露評価を行い、子どもの健康との関連を調査することが中心的な課題である。 

エコチル調査では、参加者から血液、尿、母乳等の生体試料を採取し、その化学分

析を実施することで、参加者の様々な物質への曝露の評価を行っている。コアセンタ

ーでは生体試料化学分析を主に外部委託により実施しているが、外部委託業務による

分析結果についてその品質評価を行うため、コアセンター内にて外部委託によって分

析した検体の一部を再分析する業務を実施する。 

本業務では、生体試料の再分析に係る検体管理、試料前処理、データ処理及び生体

試料中 化学物質測定に係る支援業務を行う。 

 

３．業務内容 

  （１）生体試料分析前処理補助作業 
指定された生体試料（血液、尿、乳歯、毛髪等）について、検体情報のデータベース

への登録、試料の秤量、試料の形態や性状の観察、分注、抽出等の分析前処理の補助

を行う。 

  （２）生体試料機器分析 
質量分析計を用いた生体試料中化学物質（血中有機フッ素化合物、尿中ニコチン代謝

物、乳歯中重金属等）の分析の補助を行う。 

  （３）調査に係る郵便物等の参加者への発送業務の補助を行う。 

  （４）上記（１）から（３）の他、指揮命令者の指示に従い、必要な業務を行う。 
 

４．必要条件・資格等 

 上記３．の業務を行うために、派遣労働者は以下の条件を必ず満たしている者でなければな

らない。 

  （１）学歴等 

    大学卒業または同等程度。 

 （２）技術的能力 

   ①精密な実験操作（マイクロシリンジの取り扱い、分析天秤の使用等）ができること。 
   ②生体試料（血液、尿、乳歯、毛髪等）の保管・管理に関する業務の経験が３年以上あ 

ること。 
   ③事業所等での試験または実験の経験が３年以上あること。 

④PC 及び表計算ソフトの基本的操作ができること。 
⑤液体高速クロマトグラフ質量分析計または誘導結合プラズマ質量分析計を使用した微

量定量分析に係る試料の検体管理、試料前処理の経験を有すること。 

  （３）語学及び学術的能力 

    日本語でのコミュニケーションが十分にできること。 

（４）安全保障輸出管理も含む研究インテグリティの確保 
    NIESの研究インテグリティの確保において支障がない者であること。 
 
５．機密の保持 

 業務遂行上知り得た情報等について、むやみに第三者に伝えてはならない。判断しかねる事 
態が生じた際は、必ず指揮命令者の指示を仰ぐものとする。 



（別紙１） 

外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための

特定類型該当性に関する誓約書 

国立研究開発法人国立環境研究所 理事長殿 

住所  

氏名  

私は、貴研究所が「外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項から第４項まで

の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」（平成４年１２月２１日付け４貿局第４

９２号。以下「役務通達」という。）の１（３）サ①又は②に該当する居住者に対して技術の提供を行う場合

は、外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び第２項に基づき経済産業大臣の許可が必要になる可能性があ

ることを理解し、貴研究所の法令遵守のため、役務通達の１（３）サ①又は②に関する該非について、下記の

とおり誓約いたします。また、本誓約の内容に変更が生じた場合には速やかに貴研究所に報告します。 

記 

私は、 

□以下の①に該当します。

□以下の②に該当します。

□以下の①及び②に該当します。

□以下のいずれにも該当しません。

① 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体（以下「外国法人等」という。）又は外国の政府、外国

の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行並びに外国の 政党その他の政治団体（以下「外国政府

等」という。）との間で雇用契約、委任契約、 請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当

該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に

対して善管注意義務を負う者（次に掲げる場合を除く。） 

（ｲ）当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に

基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、

当該本邦法人又は当該者が、当該外国法人等又は当該外国政府等との間で、当該本邦法人による当該者

に対する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該者が負う善管注意義務が、当該外国法人等若しくは当

該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して当

該者が負う善管注意義務よりも優先すると合意している場合 

（ﾛ）当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に

基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、

グループ外国法人等（当該本邦法人の議決権の 50%以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は

当該本邦法人により議決権の 50%以上を直接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。）

との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該グループ

外国法人等の指揮命令に服する又は当該グループ外国法人等に対して善管注意義務を負う場合 

② 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益（金銭換算する場合に当該者の年間 所得のうち 25％以上

を占める金銭その他の利益をいう。）を得ている者又は得ること約している者 

以上 



（別紙２）

年 月 日
着任日： 年 月 日

所属ユニット

※：経済産業省外国ユーザーリストの最新版（https://www.meti.go.jp/press/2025/09/20250929006/20250929006-1.pdf）に
掲載されている機関の職歴がないか確認してください。又、米国統合スクリーニングテスト（CSL）SEARCH（
https://www.trade.gov/data-visualization/csl-search ）にアクセスし、英語名にて過去の所属機関及び氏名の検索を行
い、その結果を回答してください。

人材登用プロ
グラムの名称

記入日：

４．３．で「はい」と答えた方は、具体的な人材登用プログラムの名称をお答えください。

氏名
役職名

回答

機関名
在籍期間

１．これまで、経済産業省外国ユーザーリスト及び米国統合スクリーニングテスト（CSL） SEARCHに掲載されている機関での
職歴はありますか（※）。

研究インテグリティの確保に関する自己申告書　

回答

２．１．で「はい」と答えた方は、機関名(正式名称)と在籍期間(〇年〇月～〇年〇月)をお答えください。

３．現在、外国の人材登用プログラムに参加していますか。																														

近年の研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクが生じていることから、内閣府統合イノベーション戦略推進会議に
て「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たな リスクに対する研究インテグリティの確保に係る対応方針（令和３年４月
２７日決 定）」が決定されました。これにより、研究機関等は研究の健全性・公正性（「研究インテグリティ」）の自律的
な確保を新たに求められています。国環研では、これに対応するため、2023年度に利益相反マネジメント実施規程（以下「規
程」という。）及び細則の改正を行いましたので、規程第17条に基づき、研究インテグリティの確保に関する自己申告書を下
記の通りご報告願います。



（別紙３） 

勤務報告書 
 
業務名（件名）：令和８年度エコチル調査における生体試料中化学物質測定に係る実験補助員派遣業務 
 
 令和   年   月分                     

氏名           
 

  日(曜日)     勤務時間  Ｈ  休憩時間（分）      超過勤務時間  Ｈ   業務内容等 
１日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
２日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
３日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
４日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
５日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
６日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
７日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
８日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
９日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   

 １０日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 １１日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 １２日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 １３日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 １４日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 １５日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 １６日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 １７日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 １８日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 １９日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 ２０日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 ２１日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 ２２日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 ２３日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 ２４日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 ２５日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 ２６日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 ２７日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 ２８日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 ２９日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 ３０日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
 ３１日(  )    ：  ～  ：      ：  ～  ：   
     計 －  － －  － 

 

（特記事項） 

※既存の様式が存在する場合等においては、本様式との整合性等

を勘案し、協議の上で別途決定することを妨げるものではな

い。 

指揮命令者 
国立研究開発法人国立環境研究所 

 環境リスク・健康領域 
エコチル調査コアセンター  
主幹研究員 

      磯部 友彦    



 （別紙４）                     出張経費報告書 
 

  指 揮 命 令 者 殿  請求者  所 属 
 
  氏  名                           � 

 年月日  出発地  経 路  到着地  宿泊地 
       鉄   道   賃    船   賃 航 

空 
賃 

   車   賃  宿泊料 
   備  考 

 路 程  運 賃 
 急 行 
 料 金   計  路 程  運 賃  路 程  実費額  実費額 

          ㎞      円      円      円      ㎞      円      円      ㎞      円      円  

                

                

                

                

                

                

                

          合       計 
           

              出   張   用   務 
 旅   費   計 

                                     
 円 

※宿泊料及びその他経費について
は、必ず領収書等を添付すること。
なお、交通費についても、原則とし
て添付すること。 

 

 その他経費計 
                                     

 円 

   合  計                                      円 
注）NIESからの支給範囲は、交通費及び宿泊費（１０，０００円（税込）を限度）の実支出額とする。   

 注）既存の様式が存在する場合等においては、本様式との整合性等を勘案し、協議        指揮命令者 
   の上で別途決定することを妨げるものではない。                     国立研究開発法人国立環境研究所 

                                              環境リスク・健康領域 

                                               エコチル調査コアセンター 主幹研究員 

                                                  磯部 友彦    
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